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《 はじめに 》

　国連ミレニアム宣言の採択を契機として、貧困根絶に対する国際社会の機運が熱し、積

極的な解決姿勢が示されるようになった。この趨勢の中で加勢を得たのが、貧困軽減の

ための第一条件は民主主義政治体制の確立だというロジックである。貧困削減と開発途上

国の民主化との相関関係を重視する議論はやや誇張的だという論考も散見されるが、｢ 民

主的政治形態と貧困削減は相即不利である ｣ という論弁は西側諸国の広汎な支持を得てい

る。その議論の大半は、政治秩序を構成する政治アクターである議会と政府の能力を論

点とするものである。貧困削減の施策で計画通りの成果を得るには、国家の能力（state 

capability）、国家の責任（state accountability）、そして国家の鋭敏な民意の把握という３

要素を具備した政治体制が前提となると考量したからである。特にアフリカの貧困対策が

遅々として進展せぬのは、アフリカの政治環境が貧困問題と真摯に取り組むような議会の

育成を阻んでいるからだという論結が大勢を占めている。そこで、拙稿ではウガンダの事

例を援用し、アフリカにおける貧困削減政策の展望を考察してみる。

《民主主義・議会と貧困削減の関係》

　国連ミレニアム開発目標は、国家政策と援助機関の支援を効果的に連携させ、2000 年

から 2015 年までに世界の貧困人口を半減させるという数値目標を掲げている。この目

標達成に向けて世界銀行と国際通貨基金は貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction 

Strategy Papers 1999）を策定し、これを国際社会の貧困軽減策の指針とした。過去の開

発援助から得た経験則を省察し、そこには貧困軽減援助の実効性を高めるため以下の原則

が記されている。

１．国家主導：　市民社会が広範に参加し、国家主導の戦略を促す。

２．結果重視：　貧困層の人々に利益をもたらす。

３．包括的なアプローチ：　貧困の多角的な理解のもとに取り組む。

４． パートナーシップの明確な存在：　適切にコーディネートされた開発パートナー（政

府や国内のステイクホルダー、外在支援機関等）を組織的に参加させる。

５．長期的な展望に基づいて貧困削減を行う。
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上記５原則に準拠した貧困軽減策が各国別に策定され、すでに多くの開発途上国でそのプ

ロジェクトが実施されている。その結果として、被援助国の政策と援助機関の支援の連携

強化（国家主導／パートナーシップの明確な存在の原則）が効を奏し、当該国家の政策案

件に貧困削減が取り上げられる機会が増え、忌憚無き対話が可能になったという開発援助

政策上のプラス効果が報告され、貧困削減戦略ペーパーの評価を高めている。

　貧困削減戦略ペーパーの筆頭に記されているのが、国家主導の原則である。即ち、政策

の推進主体が被援助国であることの強調である。これは、国家としての内実の喪失（1）に対

する批判への配慮である。しかし、この原則には市民社会の広汎な参加という条件が付さ

れている。この条件を満足させられるのが民主主義国家体制であり、国際社会は開発途上

国の民主化に腐心することになったのである。

　さて、この貧困削減戦略ペーパー５原則の背景には民主主義理論と政治経済理論がある。

両者ともに貧困削減に対する議会 / 政府と国家努力の関係を理解する上で重要な理論であ

る。前者は総体的な議論であり、一方、後者は文脈に拠り多様化する議論である。そこで、

稿を進める前に前者について寸描しておきたい。

　権利擁護の視角から論ずる民主主義の理論がある。リベラルな民主主義理論家、ジョン・

ロックは、人間の自然で、かつ不可譲の権利―生命、自由、資産に関する権利―を侵害す

る不条理な国家（執政者）から個人が自らを護る手段が民主主義だと論じている。つまり、

イデオロギー的に見るならば、民主主義とは人々の安全性の確保に端を発し、それは人々

の意思として表現されるものである。その表現された人々の意思を体現化する方途が民主

主義システムである。即ち、議会は個人の自然権を護る＝個人の安全の確保のために存在

するのである。（2）このように民主主義を解するならば、議会は民主主義の中核的機関（3）と

いうことになる。

　また、インストルメンタリズムの視軸から論ずる民主主義理論がある。この論理に依れ

ば、議会は人々の意思の具現化手段として理解される。民主主義は、いかなる個人も他の

個人に従属しないという原則にたっており、理論上、国家政策を遂行するのは国民ひとり

ひとりである。この原則を毀損することなく民主的政治を現実的に機能させるために、ジョ

ン・ロックは、個人は「一般意思」に服すると論じている。即ち、個人は自己の有する権

利を特定の機関 / 個人に譲渡するのではなく、個人の帰属する社会全体にそれを委ねるの

である。そしてこの「一般意思」は代表制のシステムを介して表現され、最終的には法と

して人々の下へ届けられるのである。即ち、法（立法権を有する議会）は ｢ 一般意思 ｣ の

体現化の手段として存在することになる。かような理路を描くことで、全ての人々の政策

立案への関与が理論上可能になるのである。要するに議会が ｢ 一般意思 ｣ を貶下せぬなら 

ば、 人々が政策の立案から実施までの全過程に関わることができるのである。 そして、

人々の政治過程への参与は必然として政府や議会の政治的行動の公開を要請し、それは行

政機関の透明性の確立への導線となるものである。以上の ｢ 権利擁護型 ｣、及び ｢ 手段型 ｣
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民主主義の側面から思惟するならば、議会の存在意義は、人々の不可譲の権利（人権）を

護ること、即ち、｢ 一般意思 ｣ の実現化に向けた立法を行うこと、そして、社会正義を踏

みにじろうとする多様なアクターの目論見を阻止することにあると言えよう。つまり、そ

のような民主主義に貫かれた議会ならば、援助機関の努力を無為に帰す結果になり得ない

というわけである。世界銀行が外在アクターによる強制的な開発ではなく、被援助国主導

の参加型開発政策路線をとり、開発支援に民主化の付帯条件をつける論拠としたのは、こ

のタイプの民主主義理論を基幹戦略としたからである。貧困削減戦略ペーパーが、｢ 市民

社会の参加 ｣･｢ 貧困層の利益 ｣･｢ 多面的な貧困の理解 ｣ の原則を掲げているのも頷けると

ころである。

　議会は、施策に必要な立法と、政策遂行に要する予算の決定機関である。それ故に、効

率よく機能する民主的議会の存在が貧困削減の前提条件となる（4）という西側諸国の“確信”

は、世界銀行や国際通貨基金が貧困削減策の成功の鍵を議会に託していることから窺知さ

れる。世界銀行は、政府は経済 / 社会政策を実施する際の道具的機関である故に、効率的

な国家のコントロールが無ければ開発機関のプロジェクトは頓挫する（5）というスタンスの

もとに開発政策に臨んでいる。そして、世界銀行の貧困削減に関するセミナー（2000）で

は、政策立案から実施までの過程に全面的に議会が関わることが重要だという旨意が述

べられている。ポール・ド・レンツィオも、公共財の有効利用に責任を持つ行政を持続さ 

せるには議会の果たす役割が大きい（6）との観点から、世界銀行の表明を卓見視している。

こうして、1990 年代初頭以降、先進国政府や国際金融機関は、開発途上国の民主化、具

体的には民主的議会の創設
4 4

を国連ミレニアム開発目標達成の嚆矢としたのであるが、その

意想が国際政治場裏に上ったとき、どのような暗い影が生じただろうか。そのひとつは 

「手段型民主主義理論」が西側諸国の外交政策の策動に与し、開発途上国議会が新帝国主

義の助長に加担する可能性である。帝国主義国家の植民地政策は、武力制圧や部族長を

懐柔して覇権者となる古典的な植民地主義から新植民地主義へと遷移してきた。1960 −

1980 年代の新植民地主義は地方の政治エリートを媒介とした経済的搾取の手法をとった

が、新自由主義の台頭した 1980 年代以降は自由市場経済の気運が高進し、市場の見えざ

る手を介した経済搾取へと変容していった。それに伴い、開発途上国の政治家は、直接的

な経済領域への関与から民間部門の繁栄に資する環境作りへとその施政方針を転換して

いった。つまり、低価格生産で輸出市場を拡大し、経済を活性化する政策である。こうし

て、貧困削減政策が、資本家を優遇する経済環境整備の一環として組み込まれていった

のである。その一翼を担ったのが、貧困削減戦略ペーパーの「パートナーシップの明確な

存在」という原則である。（7）ムセベニ大統領が「・・国民抵抗運動（National Resistance 

Movement）が政権の座に就いたとき（1986）、ウガンダの経済的危局を打開するために

は国外の援助を仰がねばならず、世界銀行
4 4 4 4

（8）や国際通貨基金と協議した
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（傍点は筆者付記）

結果、マクロ経済的手段の重要性を理解し、種々の領域での民営化に重点をおいた。」（9）と
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公言していることはその証左となろう。更にムセベニ大統領は「・・ウガンダは援助機関

の圧力に屈して市場経済を受け入れたのではなく、わが国の当為たる経済的時策として受

け入れた」（10）と自国の主体性について添えているが、貧困削減戦略ペーパーが謳う国家主

導の原則に副って貧困削減の解決を“議会”に託す危うさ、換言するならば、国民を利す

るはずの民主主義政治が国民に苦汁の日常を強いる帝国主義に加担するというパラドクス

がここにある。帝国主義のロジックでは、貧困削減という高邁な政治目的の達成も帝国主

義を利する重要な政治アクターとなるからである。

《ウガンダ議会の実態》

　貧困削減に必須の健全な議会の存在は結果的に人権擁護の伸展にも貢献する（11）という

のが西側諸国の主張である。そして、このロジックを成り立たせているのが「権利擁護型

民主主義理論」だが、注視すべきは、それが国民と議会間の信頼の絆を措定していること

である。この措定は、社会的正統性に通ずるものであり、｢ 健全な議会必要論 ｣ を正当化

する肝要な要素である。

　人々の議会に対する信頼は自由で公正な選挙に起端する。カービーは、公正な選挙で選

出された議員は抑圧を積極的に非難する傾向を示し、そのような議員達によって人権の概

念が議会に醸成され、さまざまな政策の視野に貧困削減に資する意想が入ることになる、 

（12）と論述している。公正な選挙は人権理念を議会に定着させる第一歩であり、その渦動

の形成した議会にはエンパワメントの立法化等、真義ある貧困削減政策を期待できるとい

うわけである。また、議会運営の底流に人権理念が流れているならば、政府や他の機関

の負うべき義務を明確にすることも可能となる。国民から信頼され、政治的アカウンタ

ビリティを直接問う力をもつ理想的な議会の誕生は、民主的選挙の実施にかかっている。

そこで、西側諸国は権威主義時代に政治舞台の裾に追いやられていたアフリカの議会を

賦活すべく支援を提供した。例えば、ウガンダ議会技術援助プロジェクト（the Uganda 

Parliamentary Technical Assistance Project）（13）の基金を利用し、「ウガンダ議会の近代化」

を行った。このプロジェクト下で、第 7 期（2001-2006）国会では、具体的な戦略プラン、

議会戦略投資開発計画（the Parliamentary Strategic Investment Development Plan）を

立法化し、ウガンダの複数政党制の再導入のために約 2,300 万米ドルを費やしている。ウ

ガンダの選挙は、貧困層から票を買得るような候補者が選出される“商業化された選挙”

だ、（14）という指摘が少なからずあるように、ウガンダにおける選挙の不正行為は常態化し

ている。こうした支援を得て実施されたウガンダの 選挙の実態はどのようなものであっ

ただろうか。

　2006 年、ムセベニ大統領が政権をとって以来 20 年ぶりに複数政党制選挙が実施され

た。大統領選挙と国会議員選挙が同時に行われたが、大統領選挙では与党の国民抵抗運

動が、59.26％の支持を得たとしムセベニ大統領の三選を宣言した。しかし、野党のキザ・
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べシゲ候補が選挙の無効を最高裁判所に提訴した。この提訴に対して最高裁判所は、氏名

の記載されていない選挙人がおり選挙人名簿が不正確であったこと、投票結果の不正な報

告、賄賂の授受など自由で公正な選挙が実施されなかった事実を認めながらも、これらの

違法行為が選挙結果に影響を与えたとは判断し難いとして、ムセベニ大統領の三選を容認

している。また、国会議員（306 名）選挙では、賄賂、脅迫、保安官による暴力、多重選

挙、得票の水増しなど100件以上の不正選挙の申し立てが高等裁判所に寄せられている。（15）

かかる選挙の現実から、信頼という紐帯が国民と議会間に見えてはこない。

　アフリカの議会が正常に機能しない一因として、議会の行政府に対する恭順性を指弾す

る論調も少なくないが、そこに通底するのはアフリカ諸国の政党の特異性である。そのひ

とつに、階層的で、統制のとれた支配政党の優勢さ（16）の指摘がある。政党が強力で統制

がとれているほどに議会は従属的様相を呈す。（17）即ち、議会が政府に恭順的になるのであ

る。たとえば、議会は国家収入の管理者であり、各行政機構に予算配分する権限を持って

いるが、その議会の予算審議過程における行政府の支配的影響力の指摘がある。挙例する

ならば、ウガンダ国会の運営には総国家予算の 1.5％が配分されているにすぎない。経済

的基盤が脆弱ならば、優秀な政策スタッフを募ることもままならず、国民を利する政策立

案は難しいであろう。公聴会の開催、政策実施の監視、新たなプロジェクト始動の準備等、

国会議員の活動に支障をきたすことにもなろう。議会が貧困軽減をはじめとして社会改革

の推進機関としての責務を十全に果たせぬことになる。ちなみに、グミシルザ国会議員は

4％までの増額を要請（18）している。

　特質の二番目は、アフリカの政党は植民地時代の行政府を継受したエリートから構成（19）

されていることである。政党とは、人々と選出された議員との関係性を静思し、政治的行

動をとるものである。しかし、ヒッキーは、議員が総じて国民の生計全般に無関心で、貧

困問題に対する該博な知識も乏しく、議員の貧困削減政策に対する論議は極めて限定的だ、
（20）と論じ、更に、議会がウガンダの貧困削減政策の拠点である財務 ･ 企画経済開発省（the 

Ministry of Finance, Planning and Economic Development）の活動内容等について、調

査 ･ 検討を怠っている（21）ことにも言及している。つまり、貧困削減策における人権擁護

への貢献度、計上された予算の妥当性等について議会が的確な判断をなし得無いことを指

摘している。要するにアフリカの政党は民意を反映するための民主主義政治の担い手とし

て誕生したのではなく、その基底には植民地時代の強権的執政者の政治意識が流れており、

植民地時代の不公正の解消を要求する人々の意思の代弁者、即ち国民の利害布置を代表す

る政治家集団とは言い難いのである。このような政党から構成される議会は政府の行政を

公正に審問する機関としての機能を果たせず、畢竟、行政府に恭順的な議会（22）となる。

　追従的傾性は議会のみならず、委員会運営にも見られる。民主主義政治システムの理論

に順ずるならば、委員会は議会の下部組織として位置づけられ、その役割は専門知識の啓

発や情報収集・管掌にある。そして、委員会責任者が大臣と敵対することに躊躇せず、委
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員会が中正の姿勢でその責務を果たすならば、議会での有意義な立法を期待できる。ラ・

パロンバラは、議会の強化に役立つ委員会のタイプやその性格について分析し、特化した

限定的な構成メンバーの委員会は議会においてその権力を強める傾性にある、（23）と論じ

ているが、アフリカ議会下の委員会メンバーは中道の意識をもって委員会に臨んではいな

い。いわゆるオピニオンリーダーの意向、メンバーの政治的意思や姿勢が委員会決議を大

きく左右するのである。政策とは各機関の調査・分析の結果（24）である。委員会の僻論か

ら作成された資料に基づいて浅薄皮相的な政策論議を行う議会にはやはり民主主義の見地

からの社会的正統性を見出せない（25）のである。このような態様を現前にして、「権利擁護

型民主主義理論」の措定する国民と議会との信頼関係がアフリカ議会に存在するとは思い

難い。

　社会的正統性を欠く選挙、不信任投票の権限や議員立法等で行政府をコントロールする

力を持たぬ議会という上記の引例以外にも、西側諸国が不健全なアフリカ議会と評する

ような様相は枚挙に暇がない。例えば、ウガンダ議会は社会正義の実現という基本的な

議会の責務にコミットしていない、という西側諸国の糾弾がある。その一例は司法の独立

の蹂躙である。2007 年に、ウガンダの高等裁判所が保釈を許可した容疑者を、再逮捕す

るために軍隊が裁判所を包囲する事態が起こった。この裁判所包囲事件に対して、国会議

員 2 名が違法行為非難の動議を国会に提出したが、国会はこの動議を否決し、動議提出者

は“謀反者”とされ、党紀に則って予算常任委員会および国会会期中の社会サービス委員

会の副議長職を解任されたのである。また、貧困削減政策の着実な遂行のためにウガンダ

議会は、司法機関の充実と官吏の権限乱用を阻止するための監視メカニズムの強化を議 

論俎上にのせた。しかし、国会（1997 − 2006）では司法機関や立法関係のセクターの

予算増額の承認には到らなかった。加えて、ウガンダ人権委員会（the Uganda Human 

Rights Commission）や政府調査団（26）などの準司法的組織体が定期的に提言書や報告書を

議会に提出し、議会もその提言を検討することになっているが、議会に提出された報告書

は審議されず埃に埋もれているのが実態である。

《ネオパトリモニアリズムの再考》

　上述したアフリカの政治的諸相を本来的な民主主義政治の視座からみるならば、アフリ

カ諸国の議会には執政者たちの誤った
4 4 4

影響力と、独立した政党の公正な討論の成り立たな

い旧態依然たる政治環境があり、議会が正常に機能しないという論結に帰着することにな

る。そして、かようなアフリカ政治に対する批判はネオパトリモニアリズムの存在に向け

られている。例えば、アフリカ諸国の議会では、アフリカ社会の現下の権力構造を蚕食し

ないような形式的な議論がなされるのみだ、という指摘がなされ、アフリカ諸国の国会が

自国の貧困問題について無関心なのは、立法を手段として貧困問題の解決を図ろうとする

議会の意志が欠如しているからではなく、部族主義が隠然たる権力イデオロギーとして独
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立後も君臨しているからだ、 （27）という議論を展開している。しかし、社会政策の後進性や

議会の無力さの淵源をネオパトリモニアリズムに求める議論に全く論駁の余地はないのだ

ろうか。この類の“ネオパトリモニアリズム元凶”派は、民主政治における議会に、多様

な視点からの提案を彫琢し、 国民を利する立法を行う機能を既定している。しかし、“議

会”の機能性は国家の政治体制や立憲体制がどのような権力を認めているかに左右される

ものである。つまり、国家の政治文化が容認する権力の存在を軽々に処して、定言的に議

会の機能性のみに言及するならば粗放な議論となるのではないだろうか。

　アフリカ諸国が植民地となる以前からの政治制度であったパトリモニアリズムは、部

族長主体の施政を基本とし、地域単位の立法や施政を優先するような政治システムで、伝

統的なアフリカの政治文化である。このアフリカ的政治システムが独立後はネオパトリモ

ニアリズムとして概念化されたのだが、「アフリカ性」の復権を渇望して独立した国家が、

西欧型国民国家の俯瞰的な国政を基本とする議会に対して斜に構えたのは蓋然と思われる。

しかし、結果的には、国際社会の弱小国として処遇されてきたアフリカ諸国の悲哀を見

ることになる。つまり、独立時に受容せざるを得なかった西欧型議会とネオパトリモニア

リズム権勢のメカニズムとが共存するアフリカ政治特有の政治形態を誕生させざるを得な

かったのである。そして、現実的対応として、制度上の西欧型議会には政治的有力者たち

が交流する公式の場という意味があたえられ、いわば、議会は政策の“盲判”を押す場所

となったのである。

　上述のアフリカ政治の現実は、コミュニティが社会の基本単位であり、リベラルな民主

主義の構成単位である“個人”が社会に存在していないことから生じた現象と言えよう。

つまり、アフリカの国家政治は、コミューニタリズムとネオパトリモニアリズムを根幹と

しているのである。それがアフリカのアイデンティティだからである。そこで、アフリカ

諸国においては、代表制とは個人ではなく、部族集団の文脈の中で機能することになる。

国民（個人）の利益の増大を図るのが政治である、という政治的概念や、その体現化とし

て編み出された議員代表制という政治制度は、アフリカの人々にとって雰囲気のみで実体

の見えない政治なのである。政治制度は、社会規範、人々の生産様式、日常の営為と有機

的に結びついて生命を得るものである。国民とは、文化的、民族的な均質性に特徴付けら

れたれ概念であることを顧慮するならば、文化や伝統が、人々の主権を確保する上で極め

て重要なイデオロギー的要素となるのである。政治的な、文化的な市民性を内包している

のが人々の議会
4 4 4 4 4

であり、そのような“議会”が社会、或いはそこに居住する人々から遊離

しない社会的に正統な政治機関なのである。生活空間に根差した組織を介して、人々は自

らの存在と関る文化的アイデンティティを保持していくことが可能だからである。民主的
4 4 4

政治秩序
4 4 4 4

とは、それを正統で有効なものと看做す社会全体のコンセンサスの産物なのであ

る。

　ネオパトリモニアリズム非難に対する第二の懐疑は、西側諸国が自国に繁栄をもたらし
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た帝国主義を繋止しようとする狡知の感取にある。批判される（ネオ）パトリモニアリズ

ムの存在ではあるが、そもそも植民地時代に宗主国が間接統治の手段としてパトリモニア

リズムを便宜的に利用し、搾取のシステムを作った（28）のである ｡ アフリカの解放闘争は

政治的支配と経済的搾取からの解放を旗幟として展開された。政治的解放は建国の宣言で

達成され、宗主国の政治制度を範として国体を整え、国家運営の堵についたが、経済的解

放は、政治的主権の移譲のように手続きが完了させるものではなく、産声をあげたばかり

のアフリカ諸国は、社会経済的な構造変革を短期間に為し得なかった。結果的には、マッ

カーシーが、独立後は、アフリカ諸国の支配階層に、世界を市場とする資本家の利益を

守るアフリカの監督者として宗主国の経済的支配権を継承させた、（29）と論じているように、

旧宗主国は自国の既得権益構造を保持するためパトリモニアリズムの存続を拱手傍観した

のである。ネオパトリモニアリズムの誕生を“幇助”したといえるかもしれない。更に、

国民国家の一員というアイデンティティの涵養には時を要することも西側諸国に幸いした。

独立直後のアフリカ諸国の多くは西欧型国民国家建設のために牢固なコミューニタリズム

を“国民”という統合的な意識に昇華させ、パトリモニアリズムにかわる民主主義政治制

度を社会に構築する術も余力もなかったことであろう。また、国民国家の統合には行政機

関の強力な先導が必至であるが、権力の中央集権化（30）を円滑に進める上で、既存のアフ

リカ的政治システムの活用が現実的な対応であった。一方で、それは、民族解放運動を指

導したナショナリスト達が人々に開発と繁栄をもたらすという信頼に裏付けられたもので

もあった。かかる新興国家揺籃期の事情によりアフリカの執政者たちは、新帝国主義の権

力機構や資産蓄積や階層利益を指向する各システムと輔車相依るような関係を得て、その

政治的権力を維持（31）していったのだが、西側諸国が国家建設黎明期にあってその存在意

義を理解していたことをここに付言しておきたい。

　ネオパトモニアリズム弊害論に対する第三の疑義は、国際社会を闊歩するグローバリ

ゼーションが開発途上国において民主主義政治を実質的に空洞化させている点である。ネ

オパトモニアリズムを盾として西側諸国の新帝国主義を隠蔽するにはグローバリゼーショ

ンが進展しすぎた感がある。アフリカ諸国の健全な議会の確立を唱道しながらもそれに水

を差すようなグローバリゼーションの功罪の象徴は、世界銀行と国際通貨基金が主導した

構造調整計画である。アフリカ諸国の独立後に展開された先進国主導の開発政策が破綻し、

その失計を収拾すべく実施されたのが構造調整計画であるが、その適応によって、アフリ

カ諸国の実質的な国家主権、更には人々の自決権（自国の諸課題に直接かつ独自に対応す

る権限）が大きく削がれてしまったのである。構造調整計画の求める民営化の推進に伴

い、政治的、経済的権力が次第に国家や国民から企業や他のグローバル機関へと移行して

いったからである。この状況に付随して、国家主権の行使が制限され、政策に対するアカ

ウンタビリティも国家から外在的アクターや非国家アクターへと移譲されたのである。ヒ

プラーは、構造調整計画によりアフリカ諸国は国家の重要な機能を世界銀行、国際通貨基
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金、世界貿易機関へ譲渡してしまった、（32）と論結している。特に、世界銀行はアフリカの

貧困問題の第一人者を自認してはいるが、リアリズムの視角からみるならば、その施策は

レトリカルで、国益を図る西側諸国とアフリカ諸国との架橋手段として援助を供与したと

思弁される。

　シブジは、ネオリベラリズムの枠組みの中で考定された貧困削減戦略は、「多くの人々

を貧困削減資金の受け皿を手にしてただ待っているだけのよるべない姿」に変えてしま

い、一方で、プライベートセクターが開発 / 発展の原動力として賦活した（33）と論じている。

同様に、国際開発 NGO のアクション・エイドは、世界銀行が貧困削減対策を計画し、被

援助国はその提案を唯々として受け入れたに過ぎず、決して貧困削減ペーパーに謳われた

被援助国の国家主導で策定、実施されてはいなかった（34）と報告している。国家が外在機

関（国際金融機関や多国籍機関）へ政策を付託することは、事実上、政策に関して国家（政

府や議会）の審議を経ずしてそれが実施されていくということである。即ち、開発途上国

の蘇生戦略とされた構造調整計画により、国家が国民に対して負う責務遂行の権能を弱体 

化させ、 結果的に国家が社会政策に消極的となっていったのである。 かかる外在機関の

“国家主権の侵害”を黙許する西側諸国が唱導するアフリカ諸国の民主化とは、社会正義

や貧困削減の闘士として働く議会の確立が真意ではなく、グローバリゼーションの旗手、

西側諸国が帝国主義的資本主義システムへの編入に好都合な政治や経済体制をアフリカに

構築するための戦略（35）と思量される。即ち、西側諸国のための民主主義政治
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

という実相

が浮かび上がってくる。

　人々の意思や日常の抑圧に対する闘いの場が議会であり、その闘いの武器が「権利」で

ある。即ち、権利とは抑圧された人々のものなのだが、一般にアフリカの人々には自らの

権利意識が低く、権利の行使が適切になされず、それがアフリカ諸国の議会の機能不全の

主因だという理解がある。そして、その議論の多くはネオパトリモニアリズムをアフリカ

の人々の権利意識高揚の阻害要因と結論している。しかし、（ネオ）パトリモニアリズム

を隠然と存続させたのは旧宗主国＝西側諸国であることを鑑みるならば、パラドクシカル

な二つの流れの並存する構図が明らかとなる。このパラドクスを現前にして、ネオパトリ

モニアリズムを一方的に批判の標的にするのはいかがなものであろうか。 ネオパトリモ

ニアリズム機構の中で政治的アカウンタビリティが全く機能しえないことの偏向無き検証

はなされたのだろうか。部族主義がアフリカ式民主的議会の基盤になり得ないという仮言

的判断は慧眼に欠けはしないだろうか。アフリカの議会政治を論ずるには複眼的な視点を

要すると思われる。

《貧困と人権擁護と議会》

　アマルティア・センは、貧困を「個人が自らの尊厳を決定できるという実質的な自由の

欠如」と概念化し、貧困は個人のケイパビリティの制限に起因する（36）と論じている。セ
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ンの概念には、収入や基本的な生活手段の収奪や貧弱な福祉に加えて、知識の不足や参加

の機会の剥奪から生ずる脆弱さや無力さが貧困の要素として範疇化されている。この定義

は、貧困と収入の相関関係を焦点としながらも、単なる経済的現象の分析に留まらず、貧

困の社会的要因や構造的要因、そしてその歴史過程にまで言及している。同様の文脈から、

｢ 経済的、社会的、文化的権利に関する委員会 ｣ が、貧困を「妥当な水準の生活や市民的、

文化的、経済的、政治的権利の享受に必要な手段、ケイパビリティ、選択、安全、権力

の、持続的或いは長期にわたる剥奪として特徴付けられる状態」（37）と概念化していること

からも、包括的な視座からの貧困の定義が現在の国際社会の膾炙と思われる。そしてこの

定義に依拠するならば、貧困削減戦略は、経済的、政治的、社会的、文化的な正義の実現、

換言するならば、不正義から解放されるための権能を貧困層に与えることが第一義となる。

即ち、人権護持の視座から貧困削減戦略は構想されるべきものとなる。

　人権の威力は、人々が自分たち自身と政府や援助者との権力的位置関係を変える潜在的

力として発揮される（38）ものである。アカマンが、人権を戦略の前提とする貧困削減策は、

貧困層と政策立案者やサービス提供者との権力関係を逆転することに始まる、（39）と論ずる

所以である。即ち、政策立案者や公共的サービスの提供者が、貧困層は人権保持者であ

り、“サービス享受の資格や権利の保有者”という前提に立ち、“策定者やサービス提供者

が、自らの選択
4 4 4 4 4

としてではなく、義務
4 4

として貧困層に資格や権利を付与する”という深甚

な認識をもつことが肝要となる。換言するならば、貧困対策は、慈善、善意、博愛に発す

るものではなく、人権擁護という国家政府の担うべき法的な責務の遂行なのである。この

義務意識が政府や援助供与者に醸成されるならば、政府や国際機関は、基礎生活向上のた

めの資源や手段の提供等、経済を物象化した表層的な策案をするのではなく、永続的な貧

困との決別への処方箋を提示することになろう。人権ベースの開発を推進する国連機関が、

単に副次的に人権擁護に寄与するような活動計画は必ずしも人権ベースアプローチの立案

対象とはなり得ず、それは直接、人権擁護に寄与するものであるべきだ、（40）と述べている。

これを敷衍するならば、貧困削減は人権擁護の一環であること、そして、その遂行義務を

負うものたちの政治 ･ 経済行動を単なる慈善に留まらせてはならぬということになる。そ

こで、法が意味を持つのである。法の明文化によって政府や援助機関の責務が明確化され

るからである。

　貧困軽減策上の人権ベースアプローチは、経済成長アプローチとは異なり、個人の自由

かつ積極的な、そして包括的なプロジェクトへの参加を基本としている。個人に照準を合

わせ、社会的に周縁化されたり排除されている人々に、自ら向上するための力を与えるよ

うな施策だからである。そして、その具体化としてのエンパワメント、アファーマティヴ

アクション、策定過程への参加というような施策を軌道にのせるときに、法が威力を発揮

する。立法過程で、公共財や公共サービスへのアクセスの不平等化を招いている組織的な、

或いは制度的な政治的要因に深く注意を向けることで、政治的、経済的行動を根本的に変
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える（41）契機をつくることができるからである。更に、貧困軽減プロジェクトは国家の関

与する人権擁護手段であることを法が担保するからである。また、着実な政策の実行には、

人々のアクセス可能な、透明性のある、責任ある実施機関が必要だが、政策の法制化によ

り、例えば、税金や海外からの援助金などの公的資金の不正使用のチェックをはじめとし

て人々が政策の運用状況を監視することも可能となる。そしてここに大きく関るのが議会

なのである。そこで「貧困削減の要諦は健全な議会」論が正当化されることになるが、こ

のロジックはやや短絡的と言えないだろうか。例えば、ウガンダ憲法（159 条）では外国

の貸付や私企業に対する政府保証の承認権限が国会に付与されてはいるのだが、貧困削減

戦略の議論は、政府、国際 NGO そして国際金融機関の三者間でなされ、議会は蚊帳の外

に置かれていた。この状況を招いたのは単なるウガンダ議会の無能さ、怠慢とは断じ難く、

貧困削減戦略ペーパーの「パートナーシップの明確な存在」の原則を前景に押し出したこ

とによるところが大きい。この原則の適応如何によっては、 政府や国内のステイクホル

ダーそして外在支援機関が援助過程で多大な影響力を行使でき、議会を阻隔することも可

能だからである。（42）かような現況を鑑みるならば、西側諸国が強弁するように民主化が“健

全な”議会を誕生させたとしても、人権擁護を大原則とする貧困対策に暗い影が過ると予

断される。ここにも西側諸国の外交政策のレトリックがあり、国際社会の縁辺国として遇

されてきた弱小国の悲哀が見られる。

《ケーススタディ： PEAP》

　他のアフリカ諸国同様、その建国時から貧困一掃はウガンダの焦眉の課題であったが、

貧困解消政策の本格化は 1997 年の貧困撲滅行動計画（the Poverty Eradication Action 

Plan /PEAP）に始まる。これはウガンダ新憲法公布（1995）後、国是として議会の主導

で取り組んだ政策であり、初めて人権をベースとしたものと一般には理解されている。こ

の貧困撲滅行動計画は国際社会から高く評価されてはいるが、それは、ウガンダの民主化

の結果として、議会が健全であった故の成功だったのだろうか。また、この施策の背後に

はどのようなアクターや権力そして受益者がいたのだろうか。

　ウガンダ議会は貧困削減政策の第一歩として、1997 − 2006 年の国会で 167 の議案を可

決した。法制化された法律のほとんどは、権利の侵害や法の不履行に対する救済保障とい

う人権擁護に関る制度の創設を目的としたもの（43）だった。この事実から、眼前には人権

擁護を基軸として貧困削減問題の解決を図るウガンダ国会像が描かれよう。そして国際社

会は、透明な組織作りと参加型ガバナンスの実施とともに経済成長に成功したサブサハラ

諸国の模範（44）としてウガンダを賞賛したのである。しかし、その議事録を全て検討する

ならば、議会は、人権擁護義務に則った検討を怠っていた（45）ことが判然とする。議会は、

結社 ･ 集会やデモへの参加の自由を制限し、貧困削減を希求する人々の行動を規制する法

を制定するなどして人権擁護に逆行する行動（46）をもとっていたからである。つまるとこ
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ろ、議会で議決された少なからぬ法案は、国家の責務遂行をアピールする一方で、国家の

特権を強化し、プライベートセクター成長の経済環境整備の地歩を築くようなものであっ

た。このような策動の舞台裏で西側諸国がグローバリゼーションを深化拡大していったこ

とは以下の件
くだり

が引証となろう。

　ムセベニ大統領はその著書（47）において、PEAP が“国家主導”で活動していることを

強調している。しかし、PEAP の貧困削減戦略を精査するならば、“市場 market force”

が力説され、市場やプライベートセクターを強化するような政策上の処方箋が随所に見ら

れることから、PEAP が世界銀行や国際通貨基金の構造調整計画の延長線上にある（48）こ

とを否めないのである。つまり、それはネオリベラリズムの文脈にのっており、専ら経済

成長というマクロ経済的パラメーターに照準を合わせたもの（49）であったし、貧困削減戦

略ペーパーの「結果重視」の原則に準拠する上での選択でもあったと臆断される。更に、

ムセベニ大統領は「ウガンダの主要課題は富の配分ではなく、富を創り出すことであ

る。・・・オボテ大統領、アミン大統領は経済成長を刺激するプライベートセクターの決

定的役割を理解できなかった。国民抵抗軍はプライベートセクターを解放する。・・・投

資家は脆弱なアフリカの農民たちより多くの富を生み出す。・・・外国資本に反対する輩

は愚昧であると同時に国民の敵だ。・・・地方投資家や海外投資家を鼓舞しなければ、税

収入を拡大できず、財源の不足から政府は国民への公共サービスの供与も至難となるだろ

う ｣（50）と彼の経済政策の指針を示し、政府は、地方投資家や海外投資家を厚遇する経済環

境の創出に関する立法や経済政策への直接介入を行った。（51）PEAP の貧困削減戦略が、富

の再配分を通して不平等の是正を図るより、むしろプライベートセクターの成長を促すも

のであったことはいうまでもない。ともあれ、この貧困削減政策により、一世帯の収入を

指標とする貧困度（income poverty）は、56%（1992）から、44%（1997）、35%（2000）、

31%（2006）へと逓減した。まさに「結果重視」の原則に則った PEAP の成果は西側諸

国から評価されたのである。

　前掲の統計が示すように、PEAP が貧困層にプラス効果をもたらしたのは事実である。

しかし、それは部分的な僅かなものであり、実質的には富裕層の富の増大化につながるよ

うな策定であったことを閑却すべきではないだろう。J. バリャは、ウガンダの画期的な経

済成長は、10 年以上もネオリベラル的経済改革を行ってきた結果であり、真の貧困削減

の成果は得られていない、（52）と冷徹な評価を下している。事実、PEAP の貧困削減政策に

おいて、例えば、土地を所有しない人々や強制退去させられた人々などが約 7 百万人もい

るなど、慢性的な貧困に喘ぐ人々が人口の 20% を占めており、社会的不平等の解消につ

いて捗々しい進展はみられていない（53）現状がある。また、J. バーカンは、ウガンダの称揚

すべき経済成長から利益を得たのは特定のエスニックグループであり、この不平等感が部

族紛争の誘引となった、（54）と指摘している。

　アフリカ社会には、数字に表れはしないが、大規模に展開しているインフォーマルな経
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済活動が存在する。このインフォーマルな活動は創造性を生み出す潜在力を内包している。

PEAP のようなトップ・レベルで策定される部分的で奥行きのない施策ではなく、アフリ

カ社会に深く根付いている潜在力を掘り起こすことこそ、「結果重視」の原則に準拠した

貧困軽減の至高原理となるべきではないだろうか。

　ここで先述したアマルティア・センの貧困の定義、「貧困とは個人のケイパビリティの

制限」を想起したい。この貧困の概念化は一般に受け入れられた概念で―世界銀行の撞着

した言動に戸惑うのではあるがー世界銀行も、貧困層の定義には精神的側面、文化、慣習

や人間的な価値を要素とする必要がある（55）と明言している。即ち、貧困とは、経済現象

ではなく社会現象として理解されるべきものである。更に、貧困の悪化は、国際社会や政

府の差別と排他的政策の結果（56）である、という国際 NGO の連邦人権イニシアティヴ（the 

Commonwealth Human Rights Initiative）の指摘ばかりでなく、国連開発計画も、貧困

軽減問題は、各世帯の収入増加以上に貧困が多面的な理由によることを注視すべきだ（57）

と、貧困の分析や貧困削減戦略の視野を差別構造や搾取にまで拡大している。差別と排他

的政策が、社会的 ･ 経済的資源の不平等な配分を招き、人々が均霑に貧困削減政策の恩恵

に浴す機会を奪うことは、開発の歴史が明らかにした既定の事実で、貧困削減ペーパーに

も包括的アプローチの原則として記されてはいる。しかしながら、ムセベニ大統領が「ア

フリカの後進性は奴隷制と植民地主義の結果」（58）として、差別や排他性の弊害を認めなが

らも、 PEAP にその緊要性が反映されなかったのは、 貧困削減戦略ペーパーの「パート

ナーシップの明確な存在」という原則の故ではないだろうか。ベンダルが、対話はロビー

活動を、参加は取り込みを、パートナーシップは結託を胚胎している（59）とパートナーシッ

プ アプローチの陥穽を指摘していることを想起するならば、それが蓋然ではなかろうか。

　人権擁護型貧困軽減戦略は、貧困層とはどんな人たち
4 4 4 4 4 4

かを正確に把握することから始ま

る。即ち、貧困地域の社会政治的な歴史の影響や、貧困層が資本主義世界における社会経

済的システムのどこに位置するかの理解がスタートとなる。しかし、PEAP の貧困対策

の策定はウガンダ政府と世界銀行の任命した作業チームが行い、議会や貧困層の代表者が

間接的にであれ策定過程に関与する余地は無かった。そのような作業チームが貧困層の生

活向上にどれほどの責任を持っただろうか。戦略対象の実像を正確に把握していない作業

チームの貧困対策は ｢ 慈善 ｣ の域を脱していただろうか。つまるところ、グローバリゼー

ションに伏在する国際資本主義とウガンダの貧困との関連性を問題視せず、また貧困削減

の施策に対する政治的責任の認識も低い PEAP の戦略は、経済成長が貧困軽減効果を生

み出すというトリクル―ダウン理論に全幅の信頼を寄せ、マクロ経済的成長に重点をおい

たものであった。しかし、それは貧困撲滅の核心に触れたものではなく、単なる弥繕策に

すぎず、“社会的保護”の域に留まったものといえよう。

　私たちが深く心に刻むべきは、経済成長目標値の達成が、或いは、経済成長それ自体が、

適正な水準の生活を送る権利や健康保持の権利、マイノリティ保護の権利のような社会経
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済的権利や文化的権利を自動的に向上させるものではないことである。国際社会の先導し

た貧困削減戦略は、貧困の根源である不平等や周縁化の解消−正義 / 公正な社会の実現と

いうよりは、“社会的保護”というアドホック的な貧困軽減対策を講じて新帝国主義進展

の素意を隠微しようとするものであったと思われる。世界銀行が構造調整計画に貧困削減

の目標を掲げたのは、構造調整計画が多重債務国のもっとも被傷性の高い人々（貧困層）

に与える影響への批判をかわす“演出”ではなかっただろうか。

　持続可能な貧困削減政策はあくまで人権擁護の視座から策案されるべきである。慈善的

な介入は貧国を永続的な新帝国主義的搾取から解放する活路とはならない（60）という国際

NGO から多々なされる批判の重みに改めて留意したい。

《むすびにかえて》 

　1990 年代半ばのウガンダ貧困削減行動計画の成果は、経済発展の指標数値の示すもの

であり、援助供与者の利得との偶然の一致がもたらした成功にすぎない。これについてア

メリカ合衆国国際開発庁（United States Agency for International Development）は、開

発途上国議会におけるアメリカの勢力拡大が可能になったのは、開発途上国の議会が市場

経済発展を切望したことに拠る（61）という興味深い言明をしている。この分析は開発途上

国議会が外国の資本投資を誘致 ･ 保護し、市場経済の積極的な推進手段となったことを示

唆している。この開発途上国における市場経済指向の経済政策を正当化する大義名分と

して掲げられたのが貧困削減であった。そしてその名目のもとに市場経済の拡充 （グロー

バリゼーションの深化）に有利な立法を行うために議会が利用されたのである。西側諸国

の“奸計”は民主主義を ｢ 善 ｣ と既定して進められた。例えば、アメリカの支援を得て刷 

新された第 6 期（1996 − 2001）ウガンダ議会を民主化に成功した模範国と賞賛するよう

にである。こうして偽善的な姿勢で国際社会に臨みながら、一方で西側諸国の掌中に議会

を収めていったことは上述のアメリカ合衆国国際開発庁の陳述から窺い知れるところであ

る。結果的には援助者側の策案が貧困層の利益に繋がらぬような開発計画が遂行され、（62）

援助者と親和的な議会が社会正義の推進力となり得なかった所以である。

　貧困は、社会的公正さの視座から論ぜられるべき概念である。換言するならば、貧困議

論の与件は人権擁護なのである。しかし、人権は普遍的概念で否定しがたいものだけに、

諸刃の剣である。資本家の利益誘導のための政治的手段として利用することも可能なので

ある。資本家の到富指向を巧みに隠匿してきたネオリベラリズムが好例である。世界銀行

などのネオリベラルな機関は、経済的なネオリベラル化が人権擁護に抵触する可能性を無

検討のまま、人権言語を欺瞞的に使ってきたのである。ネオリベラルな構造調整計画は、

開発途上国の“救済”を強調しながらも国家の権能を規制し、その民主的政治を空洞化さ

せるものであったし、貧困削減戦略ペーパーは、貧困軽減を装いながらも本質的にその内

容はネオリベラリズムを基調とする構造調整計画を踏襲（63）している。その内容は、構造
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的不正義の排除
4 4

ではなく、構造的不正義が及ぼす影響
4 4

を照射して貧困の克服を試みるもの

である。悪影響の醸し出す様相の改善を意図しただけの貧困削減戦略は、積極的に貧困層

が参加した人権擁護型貧困削減戦略に代替されるべきであろう。貧困の現象分析に終始す

る戦略は、政策への非難を回避しながら弱者を抑圧し、搾取する少数の人々を容認するこ

と、即ち、不平等な権力関係の持続を容認することと同義だからである。この意味すると

ころは、建設的な貧困削減政策は、当事者であるアフリカの地からしか発想されないとい

うことである。持続的な貧困削減策の精髄はネオリベラリズムとの決別であろう。アフリ

カ諸国が、貧困の真因であり、市民性を貶め、アフリカ国家の心臓部を無力化するような

新帝国主義の本性について知悉することが肝要である。そして、真正な貧困一掃への対応

ができるのは、アフリカの議会
4 4 4 4 4 4 4

なのである。このアフリカの議会
4 4 4 4 4 4 4

を創設するためには、欧

米の帝国主義に投錨されたアフリカの国家が西欧型民主主義をアフリカの実定的な価値観

と倫理に裏打ちされたアフリカ式民主主義に鋳直すベクトルを見つける必要があろう。形

式的に未消化の西欧型民主主義政治に参加するのではなく、アフリカに内在する政治文化

をエートスとする民衆の政治
4 4 4 4 4

を観念するのである。そんなアフリカの議会
4 4 4 4 4 4 4

は、貧困軽減の

核心は帝国主義傘下からの脱出だという知見を政治的叡智として、自国に供与される国際

社会の支援が包蔵する搾取システムの排除の重要性の理解に及ぶであろう。

　伝統の前には西側諸国の発信する開発概念は副次的でしかない。アフリカ諸国の社会構

造を質的に不安定化させるのみのポピュリズムの支援に惑わされなくなったとき、アフリ

カの貧困削減は飛躍するに違いない。
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